
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度もあとわずかとなりました 
 

 

 

 

あいさつ運動 

 

 

 

 

 

 
 

伝統工芸金箔貼り体験学習 

 

 

 

 

 

 

味噌作り体験学習 

 

 

 

令和７年度保護者アンケート（第２回目）の結果 

学校教育目標 夢と志をもち，未来を切り拓く子どもの育成 
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「一月は往ぬる、二月は逃げる、三月は去る」と申しますが、あっという間に２月も終わりを

迎えようとしています。６年生児童の登校する日は、卒業式の日を含めて 15 日間、1～5 年生

は 21日間となりました。各学年で、1年間の学習内容を復習したり、自分やクラスの成長を振

り返ったりして、来年度に向けて力を蓄えているところです。 

以下に、1月下旬から 2 月までの出来事をご紹介します。 

1月19日から23日までの一週

間あいさつ運動が実施されました。

5 日間でのべ 69名の地域・保護者

の皆様にご協力いただきました。子

ども達は、登校時、そして校舎に入

ってからも元気にあいさつをして

いました。 

大変寒い中、ご協力いただいた皆

様、誠にありがとうございました。 

４年生では、1月２７日から２９日の３

日間、伝統工芸士の蓮池 稔 様を講師とし

てお招きし、金箔貼りの体験学習を行いま

した。一つの作品を完成させるまでに、複

数名の伝統工芸士が役割ごとに仕事をし

ていくことや金箔の貼り方などについて

多くのことを学びました。蓮池様、ご多用

の中、誠にありがとうございました。 

３年生では、２月３日に、山下紀子様、山田

経彰様、瀬戸川朋子様、大塚樹一郎様を講師と

してお迎えし、味噌作りの体験学習を行いまし

た。大豆と麹をビニル袋に入れ、しっかりと捏

ねた物を樽に入れました。出来上がりは１年後

です。楽しみですね。講師の皆様、ご多用の中、

誠にありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校保健委員会の開催～子供の心身の健康を考える～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護者の皆様への第２回目のアンケートを実施しました。今回は，４８３件[約６０％]の方に回答
いただきました。集計結果をよりよい学校づくりに生かしてまいりたいと思います。アンケートへの
ご協力ありがとうございました。 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめ相談窓口（いじめに関する相談を受け付けます。） 

 校長・教頭・生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラー・心のサポーター 

 学校体制で解決に向け取り組みます。 

体罰・セクシャルハラスメント相談窓口（児童の対応に関する相談を受け付けます。） 

 校長・教頭・生徒指導主事・養護教諭 

なんでも相談日（学校生活全般に関する相談を受け付けます。） 

 相談内容により、関係職員が対応します。随時受け付けます。 

スクールカウンセラー相談日（児童や保護者の悩みを聞き，心のケアを行ったり問題解決のため

のサポートをしたりします。予約制です。）スクールカウンセラー 臨床心理士 山内 彩 

 3 月６日（金）１３：００～１６：００ 

スクールソーシャルワーカー相談日 

（家庭における悩みについて積極的に対応し，必要に応じて継続的な地域進出及び関係機関と繋

ぐ窓口をします。予約制です。）    スクールソーシャルワーカー 椿 靖 

３月６日（金）１３：３０～１５：３０ 

心のサポーター相談日（児童や保護者の悩みについて相談を受け付けます。） 

 東広島市教育委員会心のサポーター 山本 浩史 ・ 森迫 泉 

 スマイルルーム(SSR)担当と兼務しますので，その都度調整いたします。 

 相談を希望される場合には，教頭までご連絡ください。 

 龍王小学校の相談日等について 

  

2月１０日（火）に、学校医・学校歯科医・学校薬剤師・

保護者代表にご参加いただき、学校保健委員会を開催しま

した。会の中では、学校生活における児童のけがや保健室へ

の来室状況、学校における食育を含めた健康指導の取組、家

庭との連携内容等を紹介し沢山の貴重なご意見をいただき

ました。これらの内容も保健だより等を通して、情報提供

し、皆さんと考える機会を設けて参りたいと思います。 

令和８年度より、くつ下の色は３色可 

白 黒 紺 

令和８年度より、くつ下の色は、白・黒・紺

の３色が着用可となります。行事等により、白

を指定することはありますが、日常では、３色

可となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


